
規

則

道
路
管
理
課

訓

令

１
道
路
法
の
施
行
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

�
第
43条
の
２
の
規
定
に

よ
る
措
置
命
令

あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
長○

建
設

事
務

所
課

長○

土
木
事
務
所
長
及
び

大
峠
･

日
中
総
合
管
理
事
務
所
長○

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
道
路
監
理
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
十
四
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
表
あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
の
項
中｢

の
建
設｣

の
下
に

｢

及
び
管
理｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
七
の
表
福
島
県
あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
の
項
分
掌
事
務
の
欄
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

三

阿
武
隈
地
域
に
お
け
る
自
動
車
専
用
道
路
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
規
則
第
十
五
号

福
島
県
道
路
監
理
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
道
路
監
理
員
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
四
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中｢

大
峠
・
日
中
総
合
管
理
事
務
所｣

の
下
に｢

並
び
に
あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事

務
所｣

を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
号
中｢

所
管
区
域
及
び｣

を｢

所
管
区
域(

大
峠
・
日
中
総
合
管
理
事
務
所
に
あ
つ
て

は
大
峠
道
路
の
区
域
を
、
あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
に
あ
つ
て
は
阿
武
隈
地
域
に
お
け
る

自
動
車
専
用
道
路
の
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

及
び｣

に
改
め
る
。

別
表
建
設
事
務
所
の
項
中｢

管
理
計
画
課
の
職
員

を｢

管
理
課
の
職
員｣

に
改
め
、
同
表
に
次
の

地
域
保
全
課
の
職
員｣

よ
う
に
加
え
る
。

あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設

所
長
の
職
に
あ
る
職
員

事
務
所

そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
職
員

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
訓
令
第
二
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
８
の
表
道
路
総
室
の
部
道
路
管
理
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成23年３月22日 火曜日 福 島 県 報 号外第17号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

一

○
福
島
県
道
路
監
理
員
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

一

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

一

告

示

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

四

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

四
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２
道
路
交
通
法
の
施
行
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

第
80条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
協
議

�
第
68条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
土
地
の
一
時
使
用

並
び
に
物
件
の
使
用
､
収

用
及
び
処
分

�
第
67条
の
２
第
２
項
の

規
定
に
よ
る
警
察
署
長
の

意
見
の
聴
取

�
第
66条
第
６
項
の
規
定

に
よ
る
意
見
の
聴
取

�
第
66条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
土
地
へ
の
立
入
り

及
び
一
時
使
用

�
第
48条
の
16の
規
定
に

よ
る
措
置
命
令

�
第
48条
の
12の
規
定
に

よ
る
措
置
命
令

�
第
48条
の
11第
２
項
の

規
定
に
よ
る
道
路
標
識
の

設
置

�
第
47条
の
４
第
１
項
及

び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

道
路
標
識
の
設
置

	
第
47条
の
３
第
１
項
及

び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

措
置
命
令



第
47条
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
通
行
の
禁
止
及
び

制
限

�
第
46条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
通
行
の
禁
止
及
び

制
限

�
第
43条
の
２
の
規
定
に

よ
る
措
置
命
令

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
長○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 建
設
事
務
所
課
長○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事
務
所
長
及
び

大
峠
･

日
中
総
合
管
理
事
務
所
長○

	
第
11条
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
意
見
の
聴
取



第
11条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
道
路
の
指
定

�
第
10条
の
規
定
に
よ
る

通
行
方
法
の
決
定

３
車
両
制
限
令
の
施
行
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

�
第
７
条
第
１
項
及
び
第

２
項
の
規
定
に
よ
る
車
両

の
総
重
量
等
の
限
度
の
決

定

２
道
路
交
通
法
の
施
行
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

第
80条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
協
議

�
第
66条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
土
地
へ
の
立
入
り

及
び
一
時
使
用

	
第
48条
の
15第
４
項
の

規
定
に
よ
る
道
路
標
識
の

設
置



第
48条
の
13第
４
項
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
長
と

の
協
議

�
第
48条
の
11第
２
項
の

規
定
に
よ
る
道
路
標
識
の

設
置

１
道
路
法
の
施
行
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

�
第
45条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
道
路
標
識
等
の
設

置

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ 土
木
事
務
所
長○ ○ ○ ○

｢

別
表
第
二
の
８
の
表
道
路
総
室
の
部
道
路
整
備
課
の
項
中
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あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
長○

建
設
事
務
所
課
長○

土
木
事
務
所
長
及
び

大
峠
･

日
中
総
合
管
理
事
務
所
長○

建
設

事
務

所
課

長○ ○ ○ ○ 建
設
事
務
所
課
長○

土
木

事
務

所
長○ ○ ○ ○ 土
木
事
務
所
長
及
び

大
峠
･

日
中
総
合
管
理
事
務
所
長○

�
第
66条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
土
地
へ
の
立
入
り

及
び
一
時
使
用

�
第
48条
の
15第
４
項
の

規
定
に
よ
る
道
路
標
識
の

設
置

�
第
48条
の
13第
４
項
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
長
と

の
協
議

�
第
48条
の
11第
２
項
の

規
定
に
よ
る
道
路
標
識
の

設
置

１
道
路
法
の
施
行
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

�
第
45条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
道
路
標
識
等
の
設

置

�
第
66条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
土
地
へ
の
立
入
り

及
び
一
時
使
用

�
第
48条
の
15第
４
項
の

規
定
に
よ
る
道
路
標
識
の

設
置

○

○

○ ○ ○ あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
長○土
木
事
務
所
長○

○ ○ ○ ○ 建
設
事
務
所
課
長○

土
木
事
務
所
長○ ○ ○ ○ 所
長
及
び

大
峠
・

日
中
総
合
管
理
事
務
所
長○

２
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

�
第
４
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
勧
告 ２
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

�
第
４
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
勧
告

○

｢を

｣

｢

に
、

｣
｢を

｣

に
改
め
る
。

｣
別
表
第
二
の
８
の
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考決
裁
区
分
の
本
庁
機
関
の
課
長
又
は
室
長
の
欄
中
土
木
総
室
の
部
土
木
総
務
課
用
地
室
の
項

１
(�
に
限
る
｡
)
､
道
路
総
室
の
部
道
路
計
画
課
の
項
１
(�
､
�
及
び
�
に
限
る
｡
)
､

河
川
港
湾
総
室
の
部
河
川
計
画
課
の
項
２
､
５
(�
､
�
及
び
�
に
限
る
｡
)
及
び
６
(�
に

限
る
｡
)
並
び
に
同
部
港
湾
課
の
項
１
(�
に
限
る
｡
)
､
２
(�
及
び
	
に
限
る
｡
)
､
３

(
�
及
び



に
限
る
｡
)
､
４
(
�
に
限
る
｡
)
及
び
７
(
�
及
び

�
に
限
る
｡
)
並
び
に
都

平成23年３月22日 火曜日 福 島 県 報 号外第17号3
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

路

線

名

県
道
矢
吹

小
野
線

路
線
名

告

示
石
川
郡
石
川
町
大
字
母
畑

字
牛
沼
一
六
七
番
八
地
先

か
ら

同

郡
平
田
村
大
字
下
蓬

田
字
空
釜
四
八
五
番
一
地

先
ま
で

区

間

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
○
・
五
〜

一
九
四
・
○

一
○
・
五
〜

一
九
四
・
○

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

供
用
開
始
の
期
日

六
、
九
○
○
・
○

六
、
九
○
○
・
○

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
矢
吹
小
野
線

路

線

名

石
川
郡
石
川
町
大
字
母
畑
字
牛
沼
一
六
七
番
八
地

先
か
ら

同

郡
平
田
村
大
字
下
蓬
田
字
空
釜
四
八
五
番
一

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
三
年
三
月

二
二
日

供
用
開
始
の
期
日

市
総
室
の
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
の
項
１
(�
か
ら
�
ま
で
､
�
､
�
､
�
､
�
及
び
�
に
限

る
｡)
及
び
２
(
�
か
ら

�
ま
で
､

	
､



､

�
､

�
､

�
及
び


に
限
る
｡
)
に
規
定
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
､
当
該
課
又
は
室
の
主
幹
､
副
課
長
又
は
主
任
主
査
の
う
ち
か
ら
当
該
課
又

は
室
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
が
専
決
で
き
る
も
の
と
す
る
｡

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
四
号
の
二

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
四
号
の
三

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)
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